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　トラック運送業界においては、軽油の価格高騰分を荷主等へ転嫁することが困難であり、徹底した

省エネをはじめとする必死の自助努力も限界を超え、まさに事業存廃の危機に直面しています。

【趣 旨】　

　私どもトラック運送事業者は、国民生活と我が国の産業活動を支える公共輸送サービスの担い手と

　国民生活と経済のライフラインとしての重要な機能を果たすトラック運送業界において、燃料価格

安定した物流を確保すべく、トラック運送業界の総力を挙げて取り組んでまいりました。

このような状況が長引けば、中小事業者が９９％以上を占めるトラック運送業界の経営状況は悪化の

一途をたどり、将来的に安定した輸送力を確保できなくなることも懸念されます。

して、その重要な使命を果たすべく、また、災害時の緊急物資輸送などエッセンシャル事業として、

　一方、現下の原油価格の高騰によりトラックの燃料となる軽油の価格が大幅な高騰を続けており、

記

３．新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金によるトラック運送事業者

　　への燃料コスト補填制度の創設

２．中小運送事業者に対する燃料価格転嫁対策の更なる強化
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〈個人情報の取り扱いについて〉

　　本署名に記載の個人情報は、本署名を政府等関係先に提出するためだけに使用し、それ以外の目的

　のためには一切使用致しません。

　　　［提出(送付)先］　　　〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４－２７

１．軽油価格高騰に対する更なる補助支援拡充の即時実施

４．燃料価格の低廉化方策の実施

の負担が軽減されるよう下記のとおり強く要望いたします。

氏　名

私は上記主張の趣旨に賛同します。


